
津野町定住団地宅地分譲募集要領 

 

１ 宅地分譲の趣旨 

津野町は、若年層の定住を促進するために整備した、津野町定住団地の宅地分譲を行います。 

 

２ 申請者の資格 

  申請者の資格は､以下の条件をすべて満たす方となります。 

（１） 申請日時点で満 45歳以下の方 

（２） 当該団地に生活の本拠地を構え､自ら居住する住宅を建築しようとする方 

（３） 津野町に住民票を有する方、又は住民票を移すことについて確約できる方 

（４） 宅地の譲渡代金を所有権移転登記までに全額支払う能力を有する方 

（５） 宅地分譲の条件等の必要な事項を守ることを確約できる方 

（６） 津野町及び現在の居住地において市町村税等の滞納がない方 

（７） 津野町暴力団排除条例（平成 23年津野町条例第 9号）に規定する暴力団若しくは暴力団 

員又は暴力団と密接な関係を有しない方 

（８） 宗教法人法(昭和 26年法律第 126号)第２条に規定する宗教法人ではない方 

 

３ 申請に必要な書類 

  申請に必要な書類は、次のとおりです。 

（１） 津野町定住団地宅地分譲申請書 

（２） 暴力団員等でない誓約書及び同意書 

（３） 住民票（居住予定者全員のもの） 

（４） 居住地市町村の完納証明書（居住予定者全員のもの） 

（５） 源泉徴収票又は課税証明書（居住予定者全員の総収入額を証する書類） 

※公的機関の発行する各種証明書は、交付の日から２カ月以内のものを添付してください。 

※居住予定者以外が申請書類の提出を行う場合は、委任状を添付してください。 

 

４ 分譲する土地 

（１） 所在地 高知県高岡郡津野町大字姫野々字開 

（２） 区画数 １５区画 

（３） 地 目 宅地 

※ 区画面積及び宅地分譲価格は別紙のとおり 



５ 宅地分譲の条件 

  宅地分譲は、次の各号に掲げる条件をご理解いただいたうえで、すべて遵守していただきます。 

（１） 自ら居住する住宅又は店舗併用住宅以外の目的で使用しないこと。 

（２） 選考委員会において購入予定者に決定した場合でも､定められた日までに譲渡契約を締結 

 しない場合、又は定められた期日までに譲渡代金を支払わない場合は､購入予定者の資格 

を失うこと。 

（３） 土地の引渡し後、2年以内に住宅の建築に着手し､かつ 3年以内に入居すること。 

（４） 分譲した宅地は､特別な事情を除き 10年以内に分筆、又は所有権移転登記をすることを禁 

止すること。 

（５） 宅地分譲条件に違反した場合は､当初の譲渡価格から一定の額（契約金額の１０％）を控除 

した額で町が買い戻すこと。（所有権設定時に 10年間の買戻特約を設定） 

（６） 住宅建築後は、当該団地内で組織する自治会及び姫野々総地区等に加入することを条件と 

し、自治会活動及び地域活動に積極的に参加すること。 

 

６ 住宅建築の条件 

  住宅の建築は、次の各号に掲げる条件をご理解いただいたうえで、すべて遵守していただきま 

す。 

（１） 住宅の建築にあたっての敷地地盤高は､現況を変更しないこと。 

（２） 住宅の建築高は、近隣に及ぼす日照等の諸問題から、敷地地盤高から１０ｍ以下とし、地 

下室の建設を禁止するとともに、２階建て以内の住宅とすること。 

（３） 住宅の外壁等の面は、道路及び隣地境界から１.０ｍ以上の距離をとること。 

（４） 隣地境界のコンクリートブロック塀やフェンスの高さは、敷地地盤高から２.０ｍ以下とし、 

隣地所有者と話し合ったうえで設置すること。 

（５） 建築工事開始前に、町に建築図面（外構工事の図面を含む）の確認を受けること。 

 

７ 協力の要請事項 

住宅の建築については､地域振興の観点から、できる限り町内建築業者への発注を検討し 

てください。 

 

８ その他の事項 

（１） 区画内に設置されている電柱・支柱・支線等については､撤去・移転ができませんので注意 

してください。 



（２） 水道は、町の簡易水道を使用することになりますので、別途に申込み、加入金及び以降の 

使用料が必要となります。 

（３） 下水は、町が管理する戸別の合併処理浄化槽による処理となりますので、別途に申込み、 

加入金及び以降の使用料が必要となります。 

（４） 給水取り出し口及び下水流末の接続口は、区画内に町が設置しています。 

（５） 東７・東 8・東 9・西７・西８・西９の区画は、区画内に境界壁を隣地所有者と話し合っ 

たうえで設置してください。 

（６） 西８・西９の区画は、樋からの雨水流末の接続が合併処理浄化槽の排水管流末への接続と 

なりますので、トラップ等の臭気対策を行ってください。 

（７） 団地内は、テレビ電波の受信状況が悪いため、地区共聴組合へ加入してください。別途、 

加入金及び年会費が必要となります。また、地区共聴施設の整備に協力してください。 

（８） 住宅等の建設により、道路、排水路、その他公共施設等を破損した場合は、原因者負担で 

現状に回復してください。 

（９） 申請前に区画の状況、周辺の環境、交通の状況等について十分に確認してください。 

（１０）土地の地盤調査や地盤改良等にかかる費用は、譲受者の負担となります。 

（１１）宅地の引き渡し後は、除草などの宅地の管理を行ってください。また、近隣に影響を及ぼ 

す行為を行わないようにしてください。 

（１２）団地内の水路掃除、可燃ごみ及び不燃ごみの処分は、当該団地内で組織する自治会で責任 

を持って行ってください。 

（１３）宅地の引き渡し後の隣接者との紛争等については、町では一切責任を負いません。 

 

９ 申請についての注意事項 

（１） 申請は､申請者（１世帯）につき１申請とし、原則居住予定者が申請するものとし､遠隔地 

等の事情により代理人が申請する場合は､委任状を添付してください。 

（２） 申請者が虚偽の記載、又は不正な申込み（二重申請等）をした場合は､無効とします。 

（３） 申請は､津野町役場本庁舎まちづくり推進課で受け付けます。申請書類の点検、確認事項、

受付受領書の交付等がありますので､原則郵送での受付はいたしません。 

（４） 申請受理後の申請書類は、一切返却いたしません。 

（５） 選考決定の権利者は、本人のみとし、その権利を第３者に譲渡することはできません。 

 

１０ 申請窓口及び受付期間 

（１） 申請の受付は、津野町役場本庁舎まちづくり推進課において、令和６年８月１日（木）から 



令和６年９月１３日（金）までの期間の８時３０分から１７時まで（土・日・祝祭日は除く｡）

とします。 

（２） 申請書は、受付期間中に津野町役場本庁舎まちづくり推進課、又は津野町役場西庁舎介護福 

祉課でお受け取りいただくか、津野町ホームページよりダウンロードしてください。 

（３） 申請書類は、原則ご持参してください。申請書類のご提出の際は、事前にまちづくり推進課 

（☎0889-55-2311）まで電話連絡をお願いします。 

 

1１ 譲受予定者の選考方法 

（１）日   時 令和６年９月下旬 

（２）場   所 津野町役場本庁舎 

（３）選 考 方 法 選考委員会による書類審査（申請者の住所、氏名を消去したうえで、書類

による選考） 

（４）選 考 基 準 宅地分譲の趣旨に合致しているか申請書類を選考委員会で審査のうえ、譲

受予定者を決定します。分譲する宅地は１世帯につき１区画とします。 

（５）分譲区画の決定 申込資格を審査のうえ、次のとおり譲受予定者の区画を決定します。 

① １区画に１人の申込みがあったときは、当該申込みをした人を当該宅

地の譲受予定者として決定します。 

② 同一区画に複数の申込みがあったときは、抽選により譲受予定者を選

定します。（抽選日は、別途お知らせします。） 

 

１２ 譲渡契約及び譲渡代金の支払い等 

（１）契 約 日 契約説明会並びに契約日については､選考後に譲受予定者に別途通知します。 

（２）契約保証金 譲渡契約締結と同時に譲渡価格の１０％（1,000 円未満切捨て）を納入して

いただきます。 

（３）分 譲 代 金 譲渡契約締結後３ケ月以内に譲渡価格から契約保証金を差し引いた残額を納付

していただきます。 

（４）その他費用 売買契約に必要な費用（収入印紙代）は、譲受者の負担となります。 

 

１３ 登記の時期及び費用 

（１） 所有権移転登記は､売買代金完納後１ケ月以内に町が行います。 

（２） 収入印紙等の登記に関する費用は､譲受者の負担とします。 

 



１４ 継続募集の実施 

今回の募集において区画が完売しない場合は継続募集とし、受付順で選考を行い譲受予定者を

決定します。 

 

附  則 

１ この要領は、令和６年５月１日から施行する。 

 

 附  則 

１ この要領は、令和６年７月２３日から施行し、この要領による改正後の１２の（３）の規定は、

令和６年５月１日から適用する。 

 

附  則 

１ この要領は、令和６年８月１日から施行する。 


